
〔様式６〕 

【疾病・感染症対策課】 

管理番号：40810 

不利益処分の名称 生活の用に供される水の使用制限又は禁止 

◎法令の定め 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 31 条第 1 項 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 50 条第 1 項 

 

 

 

◎処分基準の内容 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 31 条第 1 項 

 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する

ため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に

供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきこ

とを命ずることができる。 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 50 条第 1 項 

 都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、

当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第一項及び第三項、第二十六条の四第一項及び

第三項、第二十七条から第三十三条まで並びに第三十五条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施

し、又は当該職員に実施させることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


